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九州電力株式会社

発電本部（原子力部門）のコンプライアンスに関する取組み状況について

資料４－２
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１ Ｈ24年度 コンプライアンス推進活動実績について

１ Ｈ２４年度 コンプライアンス推進活動実績について（１/６）

社外委員の方々に原子力
の業務について確認いただ
くことで、業務運営に係る
透明性が、より向上してい
くものと考える。

９、12、
３月

2.「原子力の業務運営に係る点
検・助言委員会」において、福
島原子力事故を踏まえた安全
性・信頼性向上への取組み等、
対策の実施状況について確認い
ただいた。

火力、原子力合同での
「発電本部コンプライアン
ス推進活動検証委員会」を
実施するなど、相互の多様
な視点が確保されており、
業務運営の透明性が、より
向上していくよう取組んで
いる。

７月1.多様な視点を確保し、業務運
営の一層の透明性向上を図るこ
とを目的に、原子力部門と火力
部門を統合し、「発電本部」が
設置された。

－

2.コンプライアンス
推進体制再構築に向
けた取組み

計画どおり、コンプライ
アンス委員会へ報告をして
いる。

５、12月「保安規定に基づくコンプラ
イアンス活動報告」として、Ｈ
23年度実施状況並びにＨ24年度
計画、及びＨ24年度上期の実施
状況をコンプライアンス委員会
へ報告した。

「原子炉施設保安規定に基づ
くコンプライアンス活動報告」
としてコンプライアンス委員会
へ報告を行う。

(年度実績・計画、上期実績)

1.コンプライアンス
委員会を中心とした
コンプライアンスの
徹底

評価(C)実施月Ｈ24年度実績(D)Ｈ24年度計画(P)項目

Ⅰ コンプライアンス推進体制の強化
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１ Ｈ24年度 コンプライアンス推進活動実績について

１ Ｈ２４年度 コンプライアンス推進活動実績について（２/６）

4.関係法令及び保安規定の遵守
を確実なものとするために、次
の教育研修を行う。

・コンプライアンス行動指針初

期研修(対象：未受講者)

・原子力部門の基本行動指針初

期研修(対象：部門転入者) 

・部門行動指針改正に伴う研修

都度コンプライアンス行動指針等
の周知徹底や自治体、報道機関
への情報提供及び情報公開を積
極的に行った。

3.「コンプライアンス行動指
針｣等の周知徹底による法令及
び企業倫理の遵守と情報公開を
推進する。

－

関係法令及び保安規定の遵守
を確実なものとするために、次
の教育研修を実施した。

・コンプライアンス行動指針初

期研修(対象者なし)

・発電本部コンプライアンス行

動指針を新たに制定したこと

から、コンプライアンス研修

に合わせて研修を実施した。

都度各種検討会、委員会等の場を
活用して本店担当グループと発
電所主管課とのコミュニケー
ションを図っている。

2.本店と発電所とのコミュニ
ケーションを推進することによ
り、情報の共有化及び対話活動
を推進する。

１～５

計画に基づいて実施して
おり、コンプライアンス意
識の向上が図れている。

都度朝礼、夕礼、グループ内ミー
ティング、課内会議及び係内会
議等の場において、職場内の意
見交換及び対話を実施した。ま
た、年１回上司との個人面談を
実施し、職場における対話を実
施している。

1.職場における対話活動や、個
人面談等の充実・徹底を図るこ
とにより、何でも気軽に話ので
きる対話活動を展開する。

1.教育・研修等を通
じたコンプライアン
ス意識の向上

評価(C)実施月Ｈ24年度実績(D)Ｈ24年度計画(P)項目

Ⅱ コンプライアンス意識の向上
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１ Ｈ24年度 コンプライアンス推進活動実績について

１ Ｈ２４年度 コンプライアンス推進活動実績について（３/６）

従業員満足度調査結果及
びコンプライアンス理解度
テストの結果から、発電本
部（原子力）のコンプライ
アンス意識状態は概ね良好
であると評価した。

6.本部のコンプライアンス意識
状態について、従業員満足度調
査等を基に確認を行う。

Ｈ25.５月従業員満足度調査結果及びコ
ンプライアンス研修時に実施す
る理解度テストにより、コンプ
ライアンスに対する意識状態を
確認する。

５、８、
３月

発電本部をはじめとする原子
力関係者間の情報共有及びレベ
ルアップのため、本店若手社員
による勉強会を実施した。

(本店)

5.本店若手社員による勉強会等
を実施し、情報の共有を行い、
風通しの良い職場作りに努める。

１～５

計画に基づき実施してお
り、コンプライアンス意識
の向上が図られている。
(再掲)

１0、11、

１～３月

８月、

10～３月

10～３月

[コンプライアンス研修]

・本店:１～３月

・玄海:10～11月

・川内:２～３月

[保安規定教育]

・本店:１～３月

・玄海:10～12月

・川内: ８月

[保安規程(原子力)教育]

・本店:１～３月

・玄海:10～12月

・川内:２～３月

・コンプライアンス研修

・保安規定教育

・保安規程(原子力)教育

1.教育・研修等を通
じたコンプライアン
ス意識の向上

評価(C)実施月Ｈ24年度実績(D)Ｈ24年度計画(P)項目

Ⅱ コンプライアンス意識の向上
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Ⅲ 公正な事業活動の徹底
１ Ｈ24年度 コンプライアンス推進活動実績について

１ Ｈ２４年度 コンプライアンス推進活動実績について（４/６）

2.信頼再構築に向けた取組みを
継続的に実施する。

「意見投稿呼びかけ問
題」に関し、再発防止策と
して、原子力部門と火力部
門の本部統合及び第三者に
よる安全性、信頼性向上へ
の取組み等の確認により、
多様な視点が確保され、業
務運営の透明性が、より向
上していくよう取組んでい
る。

７月

不祥事例等の情報共有を
図り、コンプライアンスに
対する意識を高めることが
できている。

都度不祥事例等について、関係箇
所と適切に情報共有を図り、各
種会議体等の場において周知し
た。

1.不祥事発生時には、適切に対
応すると共に、不祥事の事例等
について情報共有を図る。

2.不祥事再発防止策
の定着化

法令違反等は無く、法的
要求事項を満たした業務が
適切に行われている。

都度各種法令の要求事項に基づき
制定している各種規定を遵守し、
法的手続き、法的要求事項を満
たした業務を行った。

各種法令の要求事項に基づき
制定している各種規定を遵守し、
法的手続き、法的要求事項を満
たした業務を行う。

1.法的リスク低減に
向けた取組み

評価(C)実施月Ｈ24年度実績(D)Ｈ24年度計画(P)項目

多様な視点を確保し、業務運
営の一層の透明性向上を図るこ
とを目的に、原子力部門と火力
部門を統合し「発電本部」が設置
された。
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１ Ｈ24年度 コンプライアンス推進活動実績について

１ Ｈ２４年度 コンプライアンス推進活動実績について（５/６）

「意見投稿呼びかけ問
題」に関し、再発防止策と
して、原子力部門と火力部
門の本部統合及び第三者に
よる安全性、信頼性向上へ
の取組み等の確認により、
多様な視点が確保され、業
務運営の透明性が、より向
上していくよう取組んでい
る。

(再掲)

９、12、
３月

９月

10～２月

10～３月

2.信頼再構築に向けた取組みを
継続的に実施する。

2.不祥事再発防止策
の定着化

評価(C)実施月Ｈ24年度実績(D)Ｈ24年度計画(P)項目

Ⅲ 公正な事業活動の徹底

・意見投稿呼びかけ問題を踏ま
えたコンプライアンス担当者
研修を受講し、各Ｇ長へ展開
を行い、各Ｇで研修を行った。
(本店)

・「原子力の業務運営に係る点
検・助言委員会」において、
福島原子力事故を踏まえた安
全性・信頼性向上への取組み
やコンプライアンスへの取組
み等について確認いただいた。

・支社エリア内の従業員の意識
醸成を目的にコンプライアン
ス担当職位が設置され、再発
防止・信頼の再構築に向けた
取組みを行った。
(発電所)出前研修
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１ Ｈ24年度 コンプライアンス推進活動実績について

１ Ｈ２４年度 コンプライアンス推進活動実績について（６/６）

経営層が適宜、発電所
を訪問することで、本店
と発電所の情報共有を図
ると共に、風通しの良い
職場の環境作りに努める
ことができている。

都度風通しの良い職場作りのため、
発電本部長をはじめとする本店
経営層が発電所を訪問した。

2.本店経営層の発電所訪問や発
電所内における上層部と所員の
懇談等により、風通しの良い職
場、ルール遵守の職場作りに努
める。

10月2.情報ｾｷｭﾘﾃｨ及び個人情報保護
研修を受講した。

5.その他の取組み

適切な情報管理が図れ
ている。

都度1.情報ｾｷｭﾘﾃｨ及び個人情報保護
に関する各種規定を遵守し、適
切な情報管理を行った。

情報ｾｷｭﾘﾃｨ及び個人情報保護
に関する各種規定を遵守し、適
切な情報管理を行う。

4.情報ｾｷｭﾘﾃｨ・個人
情報保護管理に関す
る取組み

1. コンプライアンス行動指針
の見直し内容、法令及び不適切
な事例等について必要に応じて
「原子力部門の基本行動指針」
等へ反映していく。

全社コンプライアンス
行動指針の改正内容を
「発電本部コンプライア
ンス行動指針」へ反映、
周知し、コンプライアン
ス意識の向上を図ってい
る。

７月Ｈ24年７月の発電本部設置に
伴う「発電本部コンプライアン
ス行動指針」の制定（火力部門
と原子力部門の行動指針を統合)
に併せて、意見投稿呼びかけ問
題を受けての行動指針の見直し
を行い周知した。

原子力発電所に関する
情報を積極的に公開する
ことで、お客さまや社会
の安心感・信頼感につな
がるよう努めている。

都度原子力発電所に関する状況に
ついての情報公開を積極的に実
施した。

原子力発電所の運転状況、定
期検査状況、トラブルやトピッ
クス等について、積極的な情報
公開に努める。

3.お客さまや社会の
安心感・信頼感につ
ながる情報公開の推
進

評価(C)実施月Ｈ24年度実績(D)Ｈ24年度計画(P)項目

Ⅲ 公正な事業活動の徹底
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２ Ｈ25年度 コンプライアンス推進活動計画について

２ Ｈ２５年度 コンプライアンス推進活動計画について（１/４）

保安推進委員会の｢設備保安部会｣、｢安全推進部会｣に参加
し、各部門の重大な労働災害情報等を入手し周知する。

2.保安推進委員会の「設備保安
部会」、「安全推進部会」に参
加し、各部門の重大な労働災害
情報等を入手し周知する。

本店

本店、

発電所

本店、

発電所

実施箇所

「発電本部コンプライアンス推進活動検証委員会」などの
機会を捉え、原子力、火力双方の活動をクロスチェックし、
業務運営の一層の透明性向上を図る。

1.「発電本部コンプライアンス
推進活動検証委員会」などの機
会を捉え、原子力、火力双方の
活動をクロスチェックし、業務
運営の一層の透明性向上を図る。

2.コンプライアンス
推進体制再構築に向
けた取組み

2.「原子力の業務運営に係る点
検・助言委員会」において、発
電本部のコンプライアンス活動
に関する説明を行うと共に、社
外委員からの提言に対し、適宜、
対策等の検討を行う。

「原子力の業務運営に係る点検・助言委員会」において、
発電本部のコンプライアンス活動等に関する説明を行うと共
に、社外委員からの提言に対し、適宜、対策等の検討を行う。

平成２４年度実施状況並びに平成２５年度計画についてコ
ンプライアンス委員会などを通じて社長へ報告を行う。

1.平成２４年度実施状況並びに
平成２５年度計画をコンプライ
アンス委員会などを通じて社長
へ報告を行う。

1.コンプライアンス
委員会を中心とした
コンプライアンスの
徹底

具体的活動内容Ｈ25年度計画(P)項目

Ⅰ コンプライアンス推進体制の強化

【参考実績】

・平成25年4月9日(火) 15:50～17:30

・平成24年度 発電本部コンプライアンス推進活動検証

委員会を実施
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２ Ｈ25年度 コンプライアンス推進活動計画について

２ Ｈ２５年度 コンプライアンス推進活動計画について（２/４）

2.各種検討会、委員会等の場を活用した本店担当グループと
発電所主管課とのコミュニケーションを実施する。

4.協力会社とコンプライアンス事例の情報共有に取組む。

3.従業員満足度調査及び理解度テストによるコンプライアン
スに関する意識状態の評価を行う。

2.情報共有と若手社員のレベルアップのため、本店若手社員
による勉強会を実施する。

本店、

発電所

本店、

発電所

実施箇所

2.グループ（課・係）内会議な
どの場において、問題行為や違
反事例等における問題の本質を
理解し、その本質を踏まえた対
策について職場内の意見交換や
対話を行う。

1.朝礼、夕礼、グループ内ミーティング、課内・係内会議に
おける職場内の意見交換及び対話を実施する。

1.関係法令及び保安規定の遵守を確実なものとするために、
次の教育研修を実施する。

ｏコンプライアンス研修

ｏ保安規定教育

ｏ保安規程（原子力）教育

1.電気事業法など関係法令及び
保安規定の遵守を確実なものと
するため、各種教育・研修を行
う。

1.教育・研修等を通
じたコンプライアン
ス意識の向上

具体的活動内容Ｈ25年度計画(P)項目

Ⅱ コンプライアンス意識の向上
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２ Ｈ25年度 コンプライアンス推進活動計画について

２ Ｈ２５年度 コンプライアンス推進活動計画について（３/４）

2.信頼再構築に向けた取組みを継続的に実施する。

本店、

発電所

情報セキュリティ及び個人情報保護に関する各種規定を遵
守し、適切な情報管理を行う。

情報セキュリティ及び個人情
報保護に関する各種規定を遵守
し、適切な情報管理を行う。

4.情報ｾｷｭﾘﾃｨ・個人
情報保護管理に関す
る取組み

本店、

発電所

原子力発電所の運転状況、定期検査状況、トラブルやト
ピックス等について、積極的な情報公開に努める。

原子力発電所などに関する情
報公開を積極的に行う。

3.お客さまや社会の
安心感・信頼感につ
ながる情報公開の推
進

2.不祥事再発防止策
の定着化

月１回、官報及び県（佐賀県、鹿児島県）公報等の確認を
行い、法改正情報等を周知し、必要の都度、規定文書へ反映
する。

2.定期的に官報、県公報等の確
認を実施、及び入手した法改正
情報等を周知し、必要の都度、
規定文書へ反映する。

本店、

発電所

本店、

発電所

実施箇所

過去の不適切事象を踏まえた
再発防止策への対応を行う。

1.不祥事発生時には適切に対応すると共に、不祥事の事例等
について情報共有を図る。

規定文書に基づいた確実な業務を実施する。1.各種法令の要求事項に基づき
制定している各種規定を遵守し、
法的手続き、法的要求事項を満
たした業務を行う。

1.法的リスク低減に
向けた取組み

具体的活動内容Ｈ25年度計画(P)項目

Ⅲ 公正な事業活動の徹底



11

２ Ｈ25年度 コンプライアンス推進活動計画について

２ Ｈ２５年度 コンプライアンス推進活動計画について（４/４）

本店、

発電所

2.発電所上層部と所員との懇談等による風通しの良い職場、
ﾙｰﾙ遵守の環境作りに取組む。

1.経営トップ層及び本部長・部長との対話活動を通じた経営
の方向性とコンプライアンスに関する取組むべき課題等の共
有化を図る。

2 風通しの良い職場作りのため、
本部長をはじめ本店経営層が発
電所訪問を行う。

本店

実施箇所

コンプライアンス行動指針の見直し内容、法令及び不適切
な事例等について必要に応じて、「発電本部コンプライアン
ス行動指針」等へ反映していく。

1.社会情勢・環境の変化など社
会の倫理観との乖離が生じない
よう、必要に応じ、適宜「発電
本部コンプライアンス行動指
針」の見直しを行う。

5.その他の取組み

具体的活動内容Ｈ25年度計画(P)項目

Ⅲ 公正な事業活動の徹底

【参考実績】

〇７月１日付で「発電本部コンプライアンス行動指針」

を改定

〇主な改定内容

標語を『コンプライアンスは「怖い」ひとつ間違える

と、会社がなくなる』から『アンテナ高く、感度を磨

き、社会との信頼関係を築こう！』へ変更


